
解説します!!　自治基本条例 ②
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下
水
道
受
益
者
申
告
書
の
提

出
は
期
間
内
に

平成19年3月号

　
４
月
か
ら
、
下
水
道
が
新
た
に

使
用
で
き
る
区
域
に
土
地
を
所
有

ま
た
は
権
利
を
有
し
て
い
る
人
に

対
し
て
、
「
下
水
道
事
業
受
益
者

負
担
金
」
が
賦
課
さ
れ
ま
す
。
こ

の
負
担
金
は
下
水
道
整
備
事
業
に

か
か
る
建
設
費
の
一
部
を
皆
さ
ん

に
負
担
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、

対
象
と
な
る
土
地
に
対
し
て
１
度

だ
け
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
対
象
と
な
る
人
に
、
受
益
者
お

よ
び
対
象
と
な
る
土
地
を
確
認
す

る
た
め
、
４
月
上
旬
に
「
下
水
道

受
益
者
申
告
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
期
間
内
に
必
ず
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
受
益
者
負
担
金
は
、
対

象
と
な
る
土
地
１
平
方
メ
ー
ト
ル

当
た
り
２
４
０
円
で
計
算
さ
れ
ま

す
。

対
象
地
区
　
下
新
田
・
後
箇
・
上

　
茂
木
・
小
泉
・
下
之
宮
・
箱
石
・

　
南
玉
・
福
島
・
板
井
・
上
福
島
・

　
樋
越
の
一
部
地
域
　
　
　
　
　

申
告
期
間
　
▼
森
下
地
区
以
外
　

　
４
月
７
日
（
土
）
〜
13
日
（
金
） 

　
▼
森
下
地
区
　
４
月
14
日
（
土
）

　
〜
19
日
（
木
）
　
　
　
　
　
　

申
告
場
所
　
水
道
庁
舎
　
２
階
会

　
議
室

※
下
水
道
受
益
者
負
担
金
決
定
通

知
書
お
よ
び
納
付
書
は
、
６
月
中

旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
下
水
道
は
、
公
衆
衛
生
の
向
上
、

生
活
環
境
の
改
善
や
河
川
、
海
な

ど
の
公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
と

い
っ
た
役
割
を
も
つ
重
要
な
施
設

で
す
。

　
町
で
は
、
公
共
下
水
道
の
整
備

を
積
極
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
下
水
道
の
接
続
率
が
高
い
地

域
な
ど
で
は
、
家
の
周
り
に
あ
る

排
水
路
の
浄
化
、
蚊
や
ハ
エ
な
ど

の
減
少
と
い
っ
た
効
果
が
現
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
下
水
道
が
整
備
さ

れ
た
供
用
開
始
区
域
内
で
、
ま
だ

下
水
道
へ
接
続
さ
れ
て
い
な
い
ご

家
庭
は
、
な
る
べ
く
早
め
に
接
続

さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
法
律
に
よ
り
、
く
み
取
り

式
便
所
の
場
合
は
、
供
用
開
始
の

日
か
ら
３
年
以
内
に
水
洗
ト
イ
レ

に
改
造
し
、
公
共
下
水
道
に
接
続

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

解説します!!　自治基本条例 解説します!!　自治基本条例 ② 総務課政策推進室  　　65－7144
　　　　　　　　  　　20－4308

　自治基本条例は「町の憲法」にあたる位置づけです。日本国憲法も前文から始まるように、玉村町の自治
基本条例も前文から始まります。

◆【考え方】
　前文は、まちづくりの理想像を示した
もので、町の特性、町の目指す姿、制定
の理由で構成され、条例制定に当たって
の背景や基本的な考え方を述べています。
活力に満ちたゆとりと豊かさの実感でき
る住みよい玉村町を築いていくために、
住民、議会、町がそれぞれの責任と役割
を自覚しながら、協働によるまちづくり
に努力しなければならないことを盛り込
んだものです。
　この条例の全ての条文では、平仮名で
「わたくし」と表記しています。法令に用
いる場合、漢字の「私」を使うことが望
ましいとされていますが、住民の皆さん
に、分かりやすく親しみを持っていただ
くために、あえて平仮名表記にしました。

（前文）
　わたくしたちのまち玉村町は、遠く上毛三山を望み、利根川及び烏川の大河
が流れ、広々とした田園風景と緑あふれる自然環境に恵まれています。また、
この豊かな自然環境と例幣使道を始めとする歴史、文化及び伝統が調和した町
として、近年、急激な人口増加を伴い発展してきました。
　21世紀が幕開けし、地方分権社会や成熟社会の到来とともに価値観や社会情
勢が大きく変化し、財政を取り巻く情勢は極めて厳しい状況におかれています。
このような状況に対応するために、今まで築き上げてきた社会資本を基に、町
の自然や文化など地域資源をいかして、更に住みよいまちを創り、後世に引き
継いでいかなければなりません。
　そのためには、わたくしたち住民一人ひとりが住民自治の精神を再認識し、自ら
の意志によってまちづくりに参画するとともに、住民、議会及び町がそれぞれの責
任と役割を自覚して、ともに協力して助け合い、まちづくりを進める必要があります。
　ここに、わたくしたち住民、議会及び町は、まちづくりの全般にわたる指針
として、基本となる理念と目標を明らかにするとともに、住民の町政参画と協
働のまちづくりに関する事項を定め、活力に満ちたゆとりと豊かさの実感でき
る住みよい玉村町を築いていくために、この条例を制定します。

問い合わせ先　生活環境安全課　☎ 64－7708

　たまりんの利用案内（時刻表）は、
役場１階住民課、２階生活環境安全課、
たまりん車内で配布しています。ご利
用ください。

公
共
下
水
道
へ
の
早
期
接
続

の
お
願
い

上
下
水
道
課
　
　
65
　６
６
９
１

　
　
　
　
　
　
　
65
　８
２
１
１

（
　
）

（
　
）
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戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特

別
弔
慰
金（
第
８
回
特
別
弔
慰
金
）

の
請
求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
第
６
回
・
第
７
回
特
別
弔
慰
金

を
受
給
さ
れ
た
人
は
、
第
８
回
特

別
弔
慰
金
の
受
給
権
を
有
す
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

支
給
の
対
象
者
　
平
成
17
年
４
月

　
１
日
に
お
い
て
、
恩
給
法
に
よ

　
る
公
務
扶
助
料
や
戦
傷
病
者
戦

　
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺

　
族
年
金
な
ど
を
受
け
る
人
（
戦

　
没
者
等
の
妻
や
父
母
な
ど
）
が

　
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に

　
よ
る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
１
人

　
に
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま

　
す
。

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
の
ご
遺
族
で

１．
平
成
17
年
４
月
１
日
ま
で
に

　
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護

　
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を

　
取
得
し
た
人

２．
戦
没
者
等
の
子

３．
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有

　
し
て
い
た
①
父
母
②
孫
③
祖
父

　
母
④
兄
弟
姉
妹

　
（
戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有

　
し
て
い
な
か
っ
た
人
、
平
成
17

　
年
４
月
１
日
に
お
い
て
婚
姻
に

　
よ
り
、
姓
が
変
わ
っ
て
い
る
人

　
ま
た
は
遺
族
以
外
の
人
と
養
子

　
縁
組
を
し
て
い
る
人
は
除
か
れ

　
ま
す
。
）

４．
右
記
３
以
外
の
①
父
母
②
孫

　
③
祖
父
母
④
兄
弟
姉
妹

５．
右
記
１
か
ら
４
以
外
の
三
親

　
等
内
の
親
族

　
（
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引

　
き
続
き
１
年
以
上
、
生
計
関
係

　
を
有
し
て
い
た
人
に
限
ら
れ
ま

　
す
）

支
給
内
容
　
額
面
40
万
円
、
10
年

　
償
還
の
記
名
国
債

請
求
期
限
　
平
成
20
年
３
月
31
日

請
求
窓
口
　
健
康
福
祉
課
　

問
い
合
わ
せ
先

　
県
健
康
福
祉
局
　
国
保
援
護
課

　
　
０
２
７
（
２
２
６
）
２
６
７

　
８

No.430

政治倫理町民審査会委員を募集します
総務課   　64－7712

　町民の信託を受けた町長と議員には、公人と
しての人格、見識および倫理が求められ、その
地位や影響力を不正に行使し自己の利益を図る
ことは強く禁止されています。町ではこれら公
人が守るべき基準を条例で定め、この基準にふ
れる疑いがあるとき、必要な調査を行う町民審
査会を設置しており、その委員を募集します。

資格　①本町在住で、平成19年4月1日現在の年 
　齢が満20歳以上　②本町の他の審議会等の委
　員でないこと
任期　２年
募集人員　２人
応募方法　「玉村町の政治倫理について」400字
　以内にまとめ、履歴書とあわせて郵送または
　直接
締め切り　３月26日（月）
申し込み・問い合わせ　総務課行政係まで

6 
10 
3 
1 
6 
4 
5 
18 
53 
27
1 
32

   空き巣（住宅）
   空き巣（会社）
自 動 車 盗
自 転 車 盗
車上ねらい
自販機あらし
器 物 損 壊
その他
計

人 身 事 故
   死　者（人）
   負傷者（人）

6 
10 
3 
1 
6 
4 
5 
18 
53 
27
1 
32

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

健
康
福
祉
課
　
　
64
　７
７
０
５

（
　
）

※累計は変動することがあります

＜犯罪と交通事故は☎110＞
毎日午後３時は玉村町の「防犯タイム」です。
毎月16日は「県民防犯の日」です。防犯に心がけましょう
伊勢崎警察署  ☎26－0110　玉 村 町 交 番  ☎65－2052

区　　分 １月 H19年累計
（1月）

2 

0 

0 

2 

49 

10 

9 

68

建　物

車　両

その他

計

急　病

交　通

その他

計

2 

0 

0 

2 

49 

10 

9 

68

＜火災と救急・救助は☎119＞
火災情報テレホンサービス　☎0180－99－2999
伊勢崎・玉村町の火災発生状況が音声で流れま
す。
救急病院等案内テレホンサービス　☎23－1299
症状に応じて、県内の救急病院などを24時間対
応で紹介します。

区　　分 １月 H19年累計
（1月）

（暫定値）

町からのお知らせ放送中！！町からのお知らせ放送中！！
町の行政情報をラヂオななみ（周波数ＦＭ77.3
メガヘルツ）でお知らせしています。
 　　　　　　　　　　7：10 ～
 　　月～金曜日　　 13：25 ～
 　　　　　　　　　 17：30 ～

ラジオでも聞いてください
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絵本などのお話会
　図書館では、毎週水曜日15：00から絵本
の読み聞かせ（30分程度）を読み聞かせボ
ランティアの皆さんと職員が交代で行って
います。また、四季折々の読み聞かせを４
月・７月・10月・12月に実施しています。
　四季折々の読み聞かせ（４月分）を下記の
日程で行いますのでぜひお出かけください。

日時　４月21日（土）14：00～15：00
場所　町立図書館　学習室　　
内容　
　手遊び　　　　　　　ペープサート
　エプロンシアター　　紙しばい
　大型紙しばい　　　　パネルシアター
　ブラックシアター　　大型絵本

●利用時間
　平　　　日　10：00～19：00
　土・日曜日　10：00～17：00
●3月の読み聞かせ
　７日、14日、28日  15：00～（学習室）

　パレ・ロワイヤルの灯、

真夜中の東京タワー、漆黒

の闇に乱舞する蛍、白い霧

に溶けてゆく花火…。イル

ミネーションに託して、ひ

とりで生きる女たちの仄か

なプライドを描いた短編集水底の光
小池真理子　著
文藝春秋

一般書のおすすめ

いのちは、どこにあると思

いますか？　友達同士で心

臓の音を聞いて、生きてい

る証を確かめたら、今度はい

のちについて考えてみよう。

95歳の医師、日野原重明先

生が小学校で行った「いの

ち」についての授業の絵本

いのちのおはなし
村上康成　絵
日野原重明　文
講談社

児童書のおすすめ

3月の休館日

５日、12日、19日、
21日、26日、29日

4月の休館日

２日、９日、16日、
23日、30日

平成19年3月号

　
平
成
19
年
４
月
か
ら
平
成
20
年

３
月
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は

月
額
１
４，
１
０
０
円
で
す
。

　
平
成
19
年
度
分
の
国
民
年
金
保

険
料
納
付
書
は
、
４
月
初
め
に
社

会
保
険
庁
か
ら
『
国
民
年
金
保
険

料
納
付
案
内
書
』
と
一
緒
に
送
ら

れ
ま
す
。

　
国
民
年
金
に
は
、
一
括
し
て
保

険
料
を
納
め
る
と
割
引
に
な
る「
前

納
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
現
金
で
の
納
付
を
希
望
さ
れ
る

場
合
は
、
『
国
民
年
金
保
険
料
納

付
案
内
書
』
に
つ
い
て
い
る
「
前

納
納
付
書
」
を
使
用
し
て
、
納
付

書
の
使
用
期
限
ま
で
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　
１
年
分
の
保
険
料
を
前
納
す
る

と
３，
０
０
０
円
が
、
６
か
月
分

の
保
険
料
を
前
納
す
る
と
６
９
０

円
が
、
同
じ
月
数
の
保
険
料
を
毎

月
納
め
た
場
合
と
比
べ
て
割
引
に

な
り
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
料
を
前
納
し
た
期

間
中
に
、
就
職
し
て
厚
生
年
金
に

加
入
す
る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
国

民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
必
要
が

な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
以

降
の
期
間
の
保
険
料
は
還
付
さ
れ

ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
前
橋
社
会
保
険
事

務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

前
橋
社
会
保
険
事
務
所

　
０
２
７
（
２
３
１
）
１
７
０
５

　
町
民
献
血
を
実
施
し
ま
す
。

　
医
師
や
看
護
師
に
よ
る
問
診
な

ど
の
事
前
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
り
、
無

理
な
採
血
は
し
ま
せ
ん
の
で
安
心

し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
血
液
は

長
期
保
存
が
で
き
ず
、
医
療
の
現

場
で
は
常
に
新
し
い
血
液
が
必
要

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
地
域
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

期
日
　
３
月
26
日
（
月
）

受
付
時
間

　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午

　
午
後
１
時
〜
３
時
30
分

場
所
　
役
場
保
健
セ
ン
タ
ー
前

実
施
内
容    

２
０
０
ml
・
４
０
０  

　
ml
（
全
血
の
み
）

※
献
血
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、

当
日
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

献
血
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
人

は
、
新
し
く
発
行
し
ま
す
の
で
身

分
証
明
書
の
提
示
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
献
血
手
帳
を
お
持
ち

の
人
も
、
当
日
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

町
民
献
血
を
実
施

健
康
福
祉
課
　
　
64
　７
７
０
５

（
　
）

住
民
課
国
保
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
64
　７
７
０
２

（
　
）

平
成
１９
年
度
国
民
年
金
保
険

料
の
お
知
ら
せ

住民票と
　　印鑑証明
住民票と
　　印鑑証明

は、平日に電話で予約すると
　休日に交付が受けられます。

※本人または同じ世帯の家族の住民票と印鑑証明に限ります。

受付日時　月～金曜日午前8時30分～午後4時30分
交付方法　休日（土・日曜日、祝日）に来庁して、身分証
　　明書を提示し、申請書に記入・押印して、手数料と引
　　き換えに日直職員から受け取る。
※印鑑証明の交付を受ける場合は印鑑登録証もお忘れなく。

問い合わせ先　住民課　☎ 64－7701

月曜日は一部の窓口が午後７時まで
　住民票の発行や税金の収納などの業務を、毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）は午後７時まで延長しています。
●住民票の写し・戸籍の謄抄本・印鑑証明書の発行、印鑑登録
　住民課　☎  64－7701
●町税・国民健康保険税の納入および納税相談
●水道料金・下水道料金・保育料・町営住宅家賃・介
護保険料などの納入（納入通知書を持参ください）
　税務課収税室　☎  64－7704

しっこく
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水森かおりコンサート
6月16日（土）①午後2時開演
　　　　　　　②午後5時30分開演
全指定席　4,500円　（当日500円増）

“ご当地ソングの女王”水森かおりがついに『にし
きのホール』に登場。

＊電話予約は午後１時より受付開始（ただし窓口発
　売で完売の場合、電話予約はございません。）

夏木マリトークショー
〔夏木マリを探して〕

4月13日（金）午後6時30分開演
全指定席　2,000円　　＊未就学児入場不可

　2006年度「カッコいい女性」ランキング第1位の
彼女が提唱するかっこイイライフスタイル！

受付中

好評発売中

好評発売中

3／17（土）9：00より窓口発売開始

クリーンセンター　  65－4343　  65－6513
生活環境安全課　  64－7708 　 65－2592

　平成13年4月1日から特定家庭用機器再
商品化法（家電リサイクル法）が施行さ
れ、クリーンセンターではテレビ〔ブラ
ウン管式〕、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エ
アコン（特定家電４品目）については引
き取ることができません。
　詳細については、小売店もしくは、家
電リサイクル券センター（ホームページ 
http://www.rkc.aeha.or.jp/index.html、　012
0－319640）まで、お問い合わせください。

不法投棄は犯罪です！！
　粗大ごみや建築廃材などの廃棄物を、
河川などの公共の場所や空き地などの私
有地に不法投棄する人が後を絶ちません。
不法投棄を発見した場合には、クリーン
センターまたは役場生活環境安全課まで
ご連絡ください。
　不法投棄を行った場合、「5年以下の懲
役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、
またはこれを併科する。」（廃掃法第25条
14号）という重い罰則が定められています。

平成19年度
「にしきのホールメンバーズ倶楽部」会員募集
新規1,500円　継続1,200円
　チケットの先行予約、チケット料金の割引、コン
サートの情報の案内などの特典あり。
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 童謡とむかしばなしコンサート
お星さまの贈りもの  

３月11日（日）午後2時開演
全自由席　1,000円　小学生以下　500円（2歳
　以上有料）＊当日300円増
童謡　海、背くらべ、大きな古時計、あわてんぼう
　のサンタクロース
むかしばなし「ねずみの嫁入り」
　宝塚ＯＧが綴る、昔懐かしい
童謡や思い出の曲、むかしばな
しの朗読など音楽を想像するフ
ァミリーコンサート

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、
エアコンは粗大ごみとしては捨
てられません!!

国民健康保険税12期・介護保険料12期

町民県民税随時期

納期限は4月2日（月）です

★納税に便利な口座振替をご利用ください
　手続きは、町内各金融機関・農協・郵便局・役場
税務課等でできます。印・口座番号が必要です。
税務課（町税）　　　　　　☎64－7704
健康福祉課（介護保険料）　☎64－7705


